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経団連の 2017年版経労委報告では、経済の好循環を力強く回すべく、賃

金引上げのモメンタム（勢い）を継続していく必要があるとの認識を示し

ている。その上で賃金引上げの検討にあたり、昇給、ベア、賞与、諸手当

での検討を柱とし、「年収ベース」で考えるべきと主張している。

※「LaborRadar」は休載します。
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